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1 施設の概要

(1)全体位置図

じ

【各ふれあいセンター】

1 小地区ふれあいセンター

2 緑が丘地区ふれあいセンター

3 戸町地区ふれあいセンター

4 滑石地区ふれあいセンター

5 仁田佐古地区ふれあいセンター

6 三川地区ふれあいセンター

7 淵地区ふれあいセンター

8 横尾地区ふれあいセンター

9 ダイヤランドふれあいセンター

10 小江原地区ふれあいセンター

11 桜馬場地区ふれあいセンター

12 山里地区ふれあいセンター

13 西北・岩屋ふれあいセンター

14 橘地区ふれあいセンター

15 浦上駅前ふれあいセンター

16 上長崎地区ふれあいセンター

17 式見地区ふれあいセンター

18 土井首地区ふれあいセンター

19 木鉢地区ふれあいセンター

20 晴海台地区ふれあいセンター

21 小ケ地区ふれあいセンター

22 深堀地区ふれあいセンター

23 手熊地区ふれあいセンター

24 蚊焼地区ふれあいセンター

25日見地区ふれあいセンター

26 茂木地区ふれあいセンター

27 野母崎樺地区ふれあいセンタ

28 出津地区ふれあいセンター

29 大浦地区ふれあいセンター

30 脇岬地区ふれあいセンター
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(2)位置図、平面図(配置図)及び現況写真

ア長崎市大浦地区ふれあいセンター

'

石橋電停.

:校法人

市大1 地区ふれあいセンター

1階

倉

相生町

_●X___

＼・ム・;大汽長嶋孔子廟ト'、^
淘星学園

務室

下町

第1 室

(29.8 金)

3階

哥

2階

イ、

東山町

国士地理院地図(施設名追力の

0

第3研修室

(83.6 d)

図書室

伽.0圃

゛

倉庫

第2研修室

(如.6 金)

イ
0

爵

イレ
0

廟
P

子
一

孔
、

《
鵄

.

.

1
』

バ
ル
コ
ニ
ー

巾
ー
ル

其
0
ー
プ

哥
爵



【室内】

/1
ノ

第1研修室

【外観】

第3研修室

第2研修室

h皿'
、〒"

図室

直

盲

瑜

一
一
=



長崎市脇岬地区ふれあいセンター
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【室内】

詞ヨ目

碕日用島
^

哩轟,

第1研修室

【外観】

第4研修室

第2研修室

調理室

第3研修室

図室



(3)設置状況

名称

(所在地)

長崎市大浦地区

ふれあいセンター

(長崎市下町 1 番

13 号)

設置年月日

(予定)

長崎市脇岬地区

ふれあいセンター

(長崎市脇岬町

3,309 番地)

令和 5年4月1日

※建築年月日

,大浦

昭和58年3月25日

・脇岬

昭和49年6月30日

(4)設置目的

構造

鉄筋ニン

クリート

造3階建

主な施設内容

⑤開所時間

延床

面積

市民の教養の向上、文化の振興及び社会福祉の増進を図り、地域住民

の連帯意識の高揚に資するため

(6)休所日

ア毎週日曜日又は毎週月曜日のいずれか。(ただし、市長が特別の理由があると認める

期間については、休所日を設けないことができる。)

イ 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの期閻内。

367.56

鉄筋コン

ク.リート

造2階建

午前9時から午後5時までの時間帯を基本とする1日8時間以上

1階

2_階

3階

施設内容

(フ)利用者数の推移(地区公民館の過去4か年実績)

第1研修室、

第2研修室、

第3研修室

684.00

市

1階 第1研修室、事務室、

第2研修室、図書室、

調理室

第3研修室、

第4研修室

事務室

図喜室

2階

施設名

大浦

※大浦地区公民館では令和元年度にエレベーター設置工事を実施したことから令和

元年8月1日から令和2年1月31日までの問休館しており、また、両施設とも令和2

年度以降は新型コロナウィルス感染症の影響等により、利用者が大きく減少している。

脇岬

平成30年度

26,315

令和元年度

6,922

12,181

令和2年度

6,395

16,421

(単位:人)

令和3年度

3,090

13,969

2,628
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2 指定管理者候補者の概要

長崎市大浦地区

ふれあいセンター

施設名

長崎市脇岬地区

ふれあいセンター

指定管理者名

北大浦地区

コミュニティ協議会

3 指定の期間

令和5年4月1日から令和 10年3月31日まで(5年間)

脇岬コミュニティ

協議会

4 指定管理者候補者の選定について

(1)選定方法、選定理由、管理運営体制

所在地

長崎市大浦町

8 番28-303号

長崎市大浦地区

ふれあいセンター

長崎市脇岬町

3,309 番地

施設名

代表者

長崎市脇岬地区

ふれあいセンター

会長

伯川

(2)指定管理委託料見込み額

ア長崎市大浦地区ふれあいセンター

選定方法

設立

年月日

会長

松尾

秀人

令和4年

8月28日

非公募

透

収入

令和3年

6月22日

地域コミュニティの拠点施設で

あり、当該地域の住民若しくは住

民の代表で構成される団体等に

管理させるため。

利用料金

選定理由

収入計(A)

令和 5年度

人件費

支出

運営費

541

令和6年度

修繕料

541

支出計⑧

市所要額(B)一④

管理運営体制

4,992

541

令和7年度

1,468

所長 1名、管理人及

び夜間管理人数名

541

4,992

330

541

令和8年度

6,790

1,785

541

6,249

4,992

330

【単位:千円】

541

令和9年度

フ,107

1,鵠8

541

6,566

4,992

330

541

フ,220

合計

1,898

541

6,679

4,的2

2,705

330

フ,220

1,898

2,705
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24,960

6,679

330

フ,220

8,947

6,679

1,650

35,557

32,852



イ長崎市脇岬地区ふれあいセンター

収入

利用料金

収入計④

令和5年度

人件費

支出

運営費

令和6年度

80

修繕料

80

支出計⑧

市所要額⑧一(A)

5,336

令和7年度

80

Ii 651

5

80

5,336

今後のスケジュール

220

令和8年度

80

フ,207

1,651

年月

80

令和4年9月

フ,127

5,336

220

【単位:千円】

令和9年度

80

フ,207

1,651

80

フ,127

5,336

220

80

市議会

フ,207

合計

1,651

80

9月議会

フ,127

5,336

220

400

令和4年11月

フ,207

1,651

400

26,680

フ,127

匝回

220

フ,207

8,255

・条例改正議案審議

・特定団体に仕様書等を提示

・特定団体から指定に必要な書類を受領

・特定団体の選定

フ,127

1,100

36,035

11月議会

内容

令和5年2月

35,635

指定管理者の指定

指定議案審議■

J

2月議会

債務負担行為の設定

・補正予算議案審議

当初予算議案

・当初予算議案(指定管理委託料)審議
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【参考】

(1)事業計画書概要

ア長崎市大浦地区ふれあいセンター

イ長崎市脇岬地区ふれあいセンター

(2)共通仕様書
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【参考】

(1)事業計画害概要

ア長崎市大浦地区ふれあいセンター

(ア)経営方針について

a 利用者等に寄り添った施設管理運営を行う。

b 住民の教養の向上、文化の振興及び社会福祉の増進を図る。

C 住民の自主的な地域活動を支援する。

d 住民への有益な情報の発信を行う。

e 住民が利用する施設の機能向上と効率的な管理運営に努める。

(イ)管理運営について

a 研修室等に関する利用の取扱いについて

研修室及び調理室の独占利用については、すべて事前(使用開始前まで)の申

請を受け、条伊1・規則に基づき審査をした上で利用を許可する。

図書の貸出しは、市立図書館の指導を受け、原則として、市立図害館の例によ

り貸出しを行う。

b 夜間利用について

地域関係団体の会議及ぴイベント等や学習グループ・冑主活動グループによる

要望に応え、研修室等の夜問利用について弾力的に対応する.。

C 実施事業について

大浦地区公民館が行ってきた講座実績を参考にしつつ、さらに地域住民の二ー

ズに沿った自主講座を実施する。

d 利用者等の要望の把握について

協議会は、連合自治会を始めとした地域の各種団体の代表等で組織しているた

め、利用者等の要望の把握が容易にできる。また、アンケート調査等を行うなか

で、要望等を把握し、問題点等については、市担当課と協議を行い、改善策を検

討するなどの措置を行う。

e 地域'との連携について

ふれあいセンターは、地域住民が積極的に参加・協力しやすいものでなけれぱ

ならないため、地域住民と協議会が一体となり、業務に対する協力体制を整える。

f 職員の配置及び採用について

ふれあいセンターに所長及び管理人を置き、少なくとも毎日1名は従事させる。

職員につぃては経験者等適任者を採用するが、できるだけ地元採用を考慮する。

宮職員の研修計画について

職員には、長崎市ふれあいセンター運営委員会連絡協議会等主催の研修会に参

加させるよう努めるなど、必要な研修を行う。

-1クー



イ長崎市脇岬地区ふれあいセンター

(ア)経営方針について

地域住民の教養の向上、文化の振興及び社会福祉の増進を図り、地域住民の連

帯意識の高揚等を目的とし、地域住民の自主的な地域活動を推進し、その拠点と

してセンターの効率的な運営を図ることにより、ふれあいのある住みよい地域づ

くりを推進する。

(イ)運営について

a 研修室等に関する利用の取扱いについて

研修室及び調理室の独占利用については、すべて事前(使用開始前まで)の申

請を受け、条例・規則に基づき審査してから利用を許可する。

図書の貸出しは、,市立図喜館の指導を受け、原則として市立図書館の例によ

り貸出しを行う。

図書室はスペースに限りがあるため、新刊図書や情報誌の紹介を主に行い、

図書システムを活用した貸出を積極的に行う。

b 夜間利用について

地域関係団体の会議や学習グループによる夜間利用の要望にこたえ、研修室

等の有効利用を図るため弾力的に対応する。

0 高齢者向けの事業について

高齢化が進んでいる区域であり、高齢者に向けた健康づくりの講座などを企

画し、憩いの場としての活用を促進する。

d 多世代交流事業について

成人講座、料理教室、親子教室などの各種講座を企画し、世代間交流を図

る。

e 利用者等の要望の把握について

協議会は、住民の意思を十分に反映させるため、地域の自治会等の公共的団

体の代表で組織しているので、利用者等の要望の把握ができる。

また、アンケート調査などを行うなかで、要望等を把握し、問題点等につぃ

ては、市担当課と協議を行い、改善策を検討するなどの措置を講じる。

f 地域との連携について

ふれあいセンターは、地域住民が積極的に参加・t窃力しやすぃものでなけれ

ぱならないため、協議会は地域住民と一体となり、業務に対する協力体制を整

える。

留広報活動について

ふれあいセンターの活動状況を周知広報するため、定期的に「ふれあいセン

ターだより」の発行などを行う。

-13-



(2)共通仕様書

【長崎市00地区ふれあいセンター】管理運営業務仕様書

長崎市00地区ふれあいセンターの管理運営を行う指定管理者の業務内容及びその範囲にっい

ては、この仕様書によるものとする。

1 基本的事項

1 業務の目的

本業務は、市民の教養の向上、文化の振興及び社会福祉の増進を図り、地域住民の連帯意識の高

揚に資するため設置された「長崎市00地区ふれあいセンター」の利用者が、安全で决適に利用す

るための円滑な運営及び施設設備の適如な維持管理を行うことを目的とする。

2 管理運営の基本的な考え方

円滑な運営及び適釖な維持管理を行うにあたり、指定管理者は法令や条例等を遵守するととも

に、あわせて次の事項を遵守するとと。

(1)施設設置の趣旨に則した管理運営に最大の努力を行うとと。

(2)利用者が行う活動を有意義なもの'とするための公共施設としての運営を行うこと。

③利用者の意見や要望を聞き管理運営に反映させるなど、利用者本位の運営を行うこと。

(4)環境負荷の低減と施設の保全に努め、効率的な施設運営を行い経費縮減に努めること。

(5)『長崎市個人情報保護条例』に従い、個人情報の管理及び保護を行うこと。

(6)災害時、緊急時に備えだ危機管理計画を作成し、職員に徹底するとと。

r

3 開所時間及び休所日

利用者の要望に応え、閉所時間及び休所日を変更しようとする場合には、市と協議するものとす

る。

①開所時間午前9時から午後5時までの時間帯を基本とする1日8時間以上

②休所日

ア休所日は、毎週日曜日又は毎週月曜日のいずれかであること。ただし、市長が特別の理由が

あると認める期間については、休所日を設けないことができる。

イ年末及び年始の休所日は、 1河 1日から同月3日まで及び12月29日から伺月31日までの

期間内であること。'

-14-

4 職員配置

適切な管理運営業務を実施するため、必要な有資格者及び経験者等を確保し、適正な職員の配置

を実施すること。

①設備等の保守管理及び施設内外の清掃等、各種業務における責任体制を確立するため統括貝

任者として所長を配置すること。

(2)職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望に

応えられるものとすること。



.

5 法令等の遵守

ふれあいセンターの管理運営にあたっては、本仕様書のほか、長崎市ふれあいセンター条例(昭

和62年長崎市条例第22号)及び長崎市ふれあいセンター条例施行規卸K平成8年長崎市規則第12

号)並ぴに関連法令等を遵守し、適正な管理を行うこと。

6 危機管理対応

指定管理者は、非常時及び緊急時に対応できる防災計画書を作成すること。

①白然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等のあらゆる緊急事態、非

常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、市をはじめ関係機関に通報するこ

と。

(2)火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関への通報を行うこと。

(3)その他利用者に対,、る対応に万全を期すること。

7 個人情報の保護と情報公開

a)業務上知り得た個人情報にういては、長崎市個人情報保護条例(平成 13年長崎市条例第 27

号)及び長崎市特定個人情報保護条例(平成27年長崎市条例第25号)により適正に取扱うこ

と。

(2)指定管理者がふれあいセンターの管理運営のために保有している文書等にっいて、市に情報

公開請求があった場合、長崎市情報公開条例(平成 13年長崎市条例第28号)の規定に準じて

公開するものとする。

8 環境に対する取り組み

長崎市は環境マネジメントシステムに取り組んでいることから、施設の管理運営にあたっては環

境への負荷低減対策を実行・記録し、適宜結果を報告するなど環境に配慮した施設管理を行うこと。
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9 物品の帰属

指定管理者は、市が貸与する物品等について、長崎市会計規則(昭和 39年長崎市規則第21号)

に定められた備品台帳など備えて適正に管理するごと。また、故意又は過失など指定管理者の責に

より市が貸与する物品等を段損滅失したときは、当該物品等と同等の機能及び価値以上を有するも

のを購入又は調達すること。

10 賠償責任

ふれあいセンターの管理運営を行うにあたり、指定管理者の行為が原因で利用者に損害を与えた

場合は、国家賠償法第1条の規定により、施設の設置者である市が賠償責任を負うが、市は、市が

負ったその賠償について指定管理者に対して市が賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費

用を求償することができる。

11 管理運営に係る経費

指定管理者がふれあいセンターの管理運営を行うために要する経費は、市からの委託料及び利用

料金を充てる。



12 センター主催講座の実施

センター主催講座を年に2回以上実施すること。

13 利用状況報告喜の提出

指定管理者は、利用状況粗告書を毎月作成し、翌月の15日までに市に提出すること。その他、特

に報告が必要な場合においては、適宜市へ報告すること。

14 業務の全部又は主要な部分の委託の禁止

指定管理者は、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

15 指定管理者に対する監督・監査

(D 市は、指定管理者が管理,・るふれあいセンターの適正な運営を期するため、指定管理者に対

して、当該業務内容又は経理の状況に関L報告を求め、実地にっいて調査し、又は必要な指示を

することができる。

(2)市は、指定管理者が市の指示に従わない時及び、その他当該指定管理者による施設管理を継

続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全

部又は一部の停止を命ずるととができる。

(3)市は、必要と認めるときは、指定管理者が行うふれあいセンター管理運営業務に関する出納関連の

事務について監査を行うことができる。

16 利用者アンケートの実施

指定管理者は、サービスの向上や利用者の増加が図られるなどの効果があったか厳正に評価する

ための利用者アンケートを実施し、ふれあいセンター利用者の意見又は苦情等を聴取して行った業

務への改善状況等にういて市に報告すること。

17 事務の引継ぎ等

指定管理者は、本業務の終了に際し、市が指定する日までに管理する一切の事務を整理し、自ら

の費用負担により、市または市が指定するも、のに対して事務の引継ぎを行うこと。

18 責任分担

ふれあいセンターの管理運営に伴う責任分担については、男!俳氏「責任分担表」に定めるとおりと

司、る。

19 協議

指定管理者は、この仕様書に規定するほか、・指定管理者の業務の内容及び処理にっいて、疑義が

生じた場合は市と協議し決定すること。
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Ⅱ管理業務等

1 管理する施設

指定管理者が管理する施設は次のとおりとする。

①名称 長崎市00地区ふれあいセンター

②所在地 長崎市00

③建物概要 00

④施設概要 00

2 施設の利用許可等

指定管理者は、ふれあいセンターの利用の許可に係る権限を有することとなる。許可に際しては、

利用内容が公共施設の目的に沿ったものであるととを確認するとともに、平等な利用を図らなけれ

ぱならない。なお、ふれあいセンターの利用に係る具体的な事務は次のとおりとする。

①入場の制限

②利用料金の収受

③予約の受付、利用団体の利用の棚整等

④利用者への利用上の注意説明

(5)図書の貸し出し、整理等(図書のオンラインシステムを含む。)

3 利用者への対応

利用者本位の運営を行い、親切丁寧な対応を心がけ、常にサービスの向上に努めること。

①窓口での対応、施設案内、利用状況の巡視及び安全指導

②物品の貸与、収納、整理整頓、簡易な修理

(3)ふれあいセンターへの各種問合わせへの対応

④負傷者、急病人等への応急対応並びに関係機関への連絡

(5)年少者、高齢者、障害者等への配慮

4 トラブルへの対応

(D 要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に処理すること。

(2)指定管理者への要望、苦情等で重要なものは、速やかに市に報告すること。

5 施設の運転管理等

指定管理者は、施設設備の運転、維持管理及び保全を行うとともに、効率的な運営を図り環境負

荷を低減させること。

①ふれあいセンターが保有している諸設備全般の運転と保守管理

(電気、給水、消防設備、その他の施設設備等)

②屋外の構築物や諸設備の保守管理

(駐車場、屋外照明、敷地内の外構及び植栽)
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6 利用料金の収受

指定管理者は、利用料金を収受するにあたっては、関係法令、条例及び規則に従い収受事務を行



(D 施設利用料金の収受は、許可の際に行うこと。

(2)利用料金等の収受に係る関係書類を備え付け、収受した金額並びに指定管理者の口座に払い

込んだ金額を常に明らかにしておくこと。

(3)検査その他必要により、利用料金等の収受に係る関係書類の提出を求められたときは、これ

に従うこと。

(4)市は、必要があると認めるときは、利用料金等の収受に係る関係書類の提出を求め検査する

ことができる。

7 利用料金の減免及び返還

指定管理者は、利用料金の減免及び返還基準を遵守し、実施にあたっては市と協議すること。

8 原状回復義務

指定の期間が満了したとき、ふれあいセンター及び設備を速やかに原状に回復す指定管理者は、

ること。

9 施設における自主事業の実施

施設の性格や設置目的に沿い、施設利用者の利便性の向上や、施設の魅力を高めるために効果的

であると認められる場合は、市との協議により、指定管理者独自の白主的な事業を行うことができ

る。

自主事業に係る経費にっいては全て指定管理者の負担とし、自主事業により得た収入にっいては

指定管理者の収入とすることができるが、損失が発生した場合は、全て指定管理者の負担となる。

なお、自主事業を行う場合、あらかじめ長崎市に実施計画案を提出し、市の承認を得たうえで実

施する。また、必要に応じて施設の使用許可や市から目的外使用許可を受け、施設の利用に係る使

用料等を納付する必要がある。施設の改修等を行う場合は、市から加工承認等を得て実施する必要

がある。指定の期間が満了したとき、又は指定の取消しが行われたときは、原則として、指定管理

者は、自己の負担に謁いて速やかに原状に回復しなければならない。
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10 施設の修繕

①市が行う修繕

計画修繕及び②で定める修繕以外の修繕及び市が委託料に含めて支払う00万円の修繕料

を超える修繕については、市が行う。

②指定管理者が行う修繕

空調機器や給排水設備などの付属設備や備品の故障、雨漏りなど施設運営において緊急を要

する修繕にっいては、別紙「責任分担表」に示すとおり市が委託料に含めて支払う00万円の

修繕料の範囲内で指定管理者において対応するものとする。

③修繕の執行

修繕の執行(業者選定、見積徴取、契約等を含む。)は長崎市契約規則(昭和39年規則第26

号)に準じて行うこと。

なお、業者選定にあたっては、長崎市物品等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱(昭和

卵年12月1日施行)第Ⅱ条に規定する有資格者名簿及び長崎市建設工事等競争入札参加者の

こう



.

事

資格審査及び選定要綱(昭和55年8月1日施行)第Ⅱ条に規定する有資格業者名簿に登録さ

れている者を優先して行うこと。

④修繕料の精算

指定管理者は、修繕に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、市

が指定する日までに市に提出するものとし、精算した結果、残金を生じたときは、市が指定す

る日までに市に残金を返還しなければならない。

Πその他

①備品台帳の整備と所在の確認を行うこと。

(2)ふれあいセンター主催講座の周知やふれあいセンタ」利用促進等を行うほか、他の公共施設

のポスターの掲示及びチラシの配布等、 PRの相互協力に努めること。

(3)市への各種報告書類をはじめ、必要な統計基礎資料を作成するとと。

-19-



別紙責任分担表

制度・法令変更

税制度の変更

施設管理運営に影響を及ぽす法令等の変更

項

物価変動

指定管理者自身に影響を及ぼす法令等の変更

運営費の膨張

施設管理運営に影響を及ぽす税制変更

目

一般的な税制変更

利用者の変動

物価変動に伴う経費の増

利用料金の未収

人件費等の運営費の膨張

長崎市の事情による利用者の減

自主事業りスク

当初の事業計画の利用者見込みとの相違

施設設備等の損

傷

長崎市

利用料金の未収による収入減

0

自主事業の実施に伴い発生,、るりスク

指定管理者

管理上の最癌による施設・設備・備品の損傷

,

損害賠償

0

経年劣化等管理上の最症によらない施設・設備・

備品の損傷

0

管理上の玻庇による施設・設備・備品の不備によ

る事故や火災等に伴う利用者への損害

管理上の最疫によらない施設・設備・備品の不備

による事故や火災等に伴う利用者への損害

0

運営りスク

※0

0

管理上の最庇(指定管理者の責)による施設・設

備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨時

休所等の運営りスク

※0

不可抗力

管理上の最症によらない(長崎市の責による)施

設・設備,備品の不備による事故や火災等に伴う

臨時休所等の運営りスク

0

指定期間開始前の準備及び業務引き継ぎにかかる費用負担

0

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応)

自然災害等による施設・設備・備品の損傷、利用

者への損害、臨時休所等に伴う運営りスク

0

協議事項

0

、

協議事項

0

0

(責任の範囲

に0いては協

議する)

0

ー?0-

協議事項

0

0
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維持管理(清掃、施設及び設備等日常点検、安全衛生管理)

維持管理(施設保守点検、設備等法定点検)

維持管理(修繕)

※概算払いで支払われた委託料(修繕費)の範囲内

項

管理事務所、倉庫等の物品管理

有料施設の利用の許可(受付、許可、料金徴収業務)

使用許可の受付・交付事務

目

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)

利用料金の収受

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

施設の法釣管理(占用許可等)

施設の整備、改修

長崎市

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)にお

ける指示等

災害復旧(本格復旧)

指定管理者

0

火災保険(火災及び災害)

0

施設賠償責任保険

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぼ,、ものについては、その都度協議しまt。

<本責任の分担のほか疑義があるものについては、その都度協議します。>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0
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